
 平成２８年第１２回大月市農業委員会委員総会会議録 

 

開催日時 平成２８年１２月２２日（木） 午後３時３０分から 

開催場所 大月市民会館４階会議室 

出席委員 

会  長    １番  宮咲 寛也 

委  員    ２番  西村 恒男 

３番  志村 喜光 

４番  平井 美孝 

５番  今泉 治通 

７番  蔦木 正彦 

９番  小林 恒雄 

１０番   小俣 昭男 

１１番  久嶋 良元 

１２番  古田 政義 

１３番  米山 義一 

１４番  渡邊 克典 

１５番  天野 千明 

１６番  小宮 文男 

１７番  和田 廣行 

１８番  小林 良次 

１９番  梶原 勝 

２０番  鈴木 章司 

２１番  金井 信 

 

欠席      ６番  萩原 剛 

８番  小宮山 篤 

                

 

１ 互礼 

 

２ 開会 

それではただいまから平成２８年第１２回大月市農業委員会委員総会を

開催致します。 

 

３ 会長挨拶 



        皆さんこんにちは。本日は平成２８年第１２回大月市農業委員会委員総

会を招集しましたところ、年末何かと忙しい中繰り合わせご出席を賜りま

して厚く御礼を申し上げるところでございます。 

さて、平成２８年も数日を残し暮れようとしています。本年は農業委員

会法が抜本的に改正され、４月 1 日より施行されました。農業を成長産業

とし、それに沿って各々の措置が講じられており、措置においてもその流

れが徐々に浸透し農業の形態が変わりつつあります。農業の従事者の高齢

化は申すに及ばず、担い手や後継者不足は深刻なものがあります。そんな

中にあって農地利用の最適化を目指し、担い手への農地利用の集積、集約

化等が急がれる中、限られた平地と多くの山間地を有する当市の農業を取

り巻く環境は厳しいものがありますが、まだまだ高齢者の頑張りで維持し

ていかなければならない現実もあります。 

いよいよ寒い日が続きます。インフルエンザも大分流行っているようで

ございます。健康管理には十分配慮されますようご祈念申し上げます。 

本日の案件は、農地法第３条案件が３件、農地法第５条案件が１件、耕

作放棄地に係る第２条案件が１件、農振農用地利用集積化計画案の審議及

び農用地利用配分計画案の意見聴取の件が１件、農業振興地域整備計画の

変更計画案に対し意見を求める件１件であります。本総会がスムースに進

行されますようお願い申し上げまして挨拶と致します。よろしくお願い致

します。 

 

４ 開会宣言 

  宮咲会長   本日は小宮山 篤委員、萩原 剛委員が欠席ですが、農業委員会等に

関する法律第２７条の３項による定数を満たしておりますので本総会の成

立を宣告致します。  

 

５ 議長選出 

  事 務 局   大月市農業委員会会議規約に基づき議長を会長にお願いします。 

         

６ 議事録署名委員の指名 

議  長     ２１番 金井 信委員、２番 西村 恒男委員を指名する。 

 

７ 議案審議 

 

議  長   日程第７、これより議案審議を行います。議案第４０号、農地法第３条の

規定による許可申請に対し許可を求める件。後記のとおり農地法第３条の規



定による農地等の権利の移転及び設定の許可申請があったので許可を求める。

議案第４０号番号１について担当委員の説明を求めます。小俣昭男委員お願

い致します。 

 

小俣委員  それでは説明を致します。 

      議案第４０号番号１、土地、農地の所在、大字○○町○○字○○○○、地   

      番××××の××、地目、登記簿田、現況が田にも使えますけれども畑です。

農振区分、農振外、面積７４９㎡、権利種別、３条使用貸借、貸付人氏名、

住所、●●●、大月市○○町○○××番地、申請事由、借受人の農業経営の

拡大、借受人氏名、住所、●●●●●、甲府市○○町×××番地×７、経営

面積１０．１ａ、申請事由、農業経営の拡大。 

       次の頁をお開きください。斜線部分がありあますが斜線部分の左の方に道

路があります。これが○○○の●●●道路なんですが、斜線がない斜線部分

から道路までの位置が貸す場所で斜線の位置が違っています。 

       この農地の状況ですけども、先ほど申し上げましたように田んぼというこ

とですけど、実際には畑になっていまして、時々作物を作るという程度でや

っておりますが、完璧に農地となっておりまして、作物を作らない時には耕

運機で耕しています。多少の問題として借受人の方が甲府にいるということ

ですが４０ｋｍほど離れたところで、現在はきゅうり、トマト、茄子等作っ

ているわけですが、来年の３月●●●●になりまして、元々●●の方で○○

に実家がありまして、そこに来まして本格的に農業をやりたいということで、

現在もやっているし、今後もできる条件が整うということで皆さんにご理解

をよろしくお願い致します。以上でございます。 

 

議  長  担当委員の説明が終了致しました。小俣委員ご苦労様でした。 

ただいまの説明に対しまして質疑ございますか。ございましたら挙手をお

願いしたいと思います。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしの声がありますので質疑を打ち切ります。許可に賛成の方は挙手 

願いたいと思います。はい、ありがとうございます。全会一致で許可と決定

致します。 

 次に議案４０号番号２について担当委員の説明を求めます。久嶋良元委員

お願い致します。 

 



久嶋委員  それでは説明致します。 

番号２、土地、農地の所在、○○町○○字○○、地番××××、地目、 

登記簿畑、現況畑、農振区分、農用外、面積１３０㎡。同じく下ですけ

ども、大字○○町○○字○○、地番××××のあｂつ、地目、登記簿畑、

現況畑、農振区分、農振外、面積２６０㎡、合わせて２筆で３９０㎡で

ございます。権利種別、３条有償移転、譲渡人氏名、住所、●●●●、

横浜市○区○○×丁目××番地×、申請事由、譲受人の農業経営の拡大。

譲受人氏名、住所、●●●●●、甲府市○○町×××番地×、経営面積

１０．１ａ、申請事由、農業経営の拡大。 

 ２枚めくってもらえば地図が出ています。県道○○○○○線をずっと

○○に入っていきます。右にカーブして１０ｍばかり上がったところの

左側です。この白地になっている××××、この道路沿いです。それと

斜線の××××番×と２筆です。お断りしておきますが●●●●さんと

●●●さんは大学を卒業するまでは幼なじみでした。 

 ●●さんから説明致しますと大学を出て実家には職がないので、神奈

川の方で働いておりました。○○で結婚して今の住所に住んでいるわけ

です。お父さんが４１年前、お母さんが３７年前に亡くなりまして、「ご

はち」という大きい家を更地にして、最初のうちは親戚の方が管理して

くれていたんですけども、その方も●●●●●●●●の方へ引っ越しま

したので、今は●●さんが○○から墓参りを兼ねて、お盆とか彼岸に来

て草を刈る程度です。きれいにしてありますよ。草を刈ってね。だけど

××歳です。最初のうちはよかったけども、草刈りも非常に大変になっ

てきたから何とか隣の●●●さんに買ってくれという話が出てきた。 

 ●●●さんにつきましては、隣の●●さんのところの生まれです。●

●●ですから、中央道の○○トンネルの７・８０ｍ下へ素晴らしい家を

造って住んでたんですけど、中央道の６車線化にひっかかって移転を余

儀なくされて、今、甲府に住んでいるという状況です。その間に親も亡

くなり、兄さんも亡くなってしまい●●●さんはそこの相続をしたわけ

です。現在、甲府から４０ｋｍ離れた●●●●の●●です。非常に頑張

って、朝に晩に●●●で●が入ったからほとんど●●で動けると思うけ

ど●●●を使ってやっています。 

 隣の●●さんからそういう話がきたので快く買いましょうということ

で、先ほど小俣委員さんから話がありましたとおり来年は●●●●です。

１年か２年か分からないと思いますが、とにかくまた○○へ戻ってくる

と。この土地は野菜を作りたいと、○○○の土地についても野菜を作り

たいということです。中央道のところに売り残りがまだ少しあるのです



けれども、そこは今タラの芽の栽培をしています。あれは根を活けてお

けばどんどん増えますから、それとブルーベリー、土手際にはイチジク

と柿とキューイフルーツを植える予定だそうです。そういうことを聞い

ております。先生は子どもの頃からスポーツマンで２０年間も甲府から

通っている根性があるからこっちへ来たら、いい農業者になると私も期

待しているところです。以上でございます。 

 

議  長    はい。ありがとうございました。担当委員の説明が終了しました。久

嶋委員ご苦労様でした。ただ今の説明に対し質疑がございましたら挙手

の上、指名を受けてからの発言としていただきます。ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしの声がありますので質疑を打ち切ります。それでは許可に賛

成の方は挙手願います。はい。ありがとうございました。全会一致で許

可と決定致します。 

次に議案第４０号番号３について担当委員の説明を求めます。天野 

千明委員お願い致します。 

 

天野委員    それでは説明します。 

        議案第４０号番号３、土地、農地の所在大字○○町○○字○○○、地

番×××、地目、登記簿畑、現況畑、農振区分、農振外、面積８０５㎡、

権利種別、３条有償移転、譲渡人氏名、住所、●●●●●●●●●、東京

都○○区○○○○×丁目××番××号、申請事由、譲受人の農業経営の拡

大、譲受人氏名、住所、●●●●、大月市○○町○○××××番地、経営

面積、２２．４a、申請事由、農業経営の拡大。 

        場所でございますが４頁でございます。この方は何回も出していただ

いて、１０月に競売に参加したいということで、この土地を競売で落札す

ることができて、この斜線の部分の土地なんですが周りは既に●●●さん

の土地なんですけど、●●さんが既に買って耕作していまして、この間見

に行った時に白菜とか掘り残しはあったんですけど大分きれになってい

ました。斜線の部分の土地ですが農地にするには大変な状態ですが、何人

かでやればできるということなので、春暖かくなってから始めたいという

ことです。以上です。 

 

議  長    担当委員の説明が終了しました。天野委員ご苦労様でした。ただいま



の説明に対し質疑のある方は挙手を願いたいと思います。 

ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしの声がありますので質疑を打ち切ります。許可してもよろしい

方は挙手願います。はい。ありがとうございます。賛成多数ということで

許可と決定致します。 

 

議  長   次に議案第４１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に対し意

見を求める件。後記のとおり農地法第５条第１項の規定による転用の為の

権利の移転、設定許可申請があったので意見を求める。 

 

宮咲委員   私の担当ですから説明を申し上げます。議案第４１号、番号１、土地、 

農地の所在、大字○○町○○○字○○○○×××の×、地目、登記簿田、

現況は荒地でございます。面積が３１６㎡。続きまして２筆目が○○町○

○○字○○○○、地番×××番、登記簿畑、現況荒地です。農振区分が農

振外、面積が１４８㎡。３筆目が○○町○○○字○○○○、地番×××番、

登記簿畑、現況荒地です。農振区分が農振外、面積が３５０㎡。４筆目が

○○町○○○字○○○○×××番×、登記簿田、現況は荒地でございます。

農振区分、農振外、面積２１１㎡、計田が２筆で５２７㎡、畑が２筆で４

９８㎡、合計が４筆で１０２５㎡、権利所有権の移転、譲渡人氏名、住所、

●●●●、山梨県都留市○○×××番地×、譲受人氏名、住所、株式会社

●●●●、都留市○○×丁目×番×号、転用目的、資材置場、施設等、資

材置場、転用理由、資材置場。一枚捲っていただきまして場所ですけども、    

ここは何度も出ている所でございまして、国道にあります○○○と○○

○に架かります●●●、この国道に繋がる市道●●●●●線を下って行き

ますと東にあります。国道２０号から北へ約９０ｍのところでございます。

周囲は●●●●●●●の南東約１５０ｍ、●●●●●の南西にあり、住宅

と農地に隣接している。なお、本申請地内の×××番×の西隣につきまし

ては、太陽光発電施設を設置することになっておりまして、なんら問題が

ないと思っておりますので、よろしくご審議をお願いしたいと思います。

なお、太陽光発電につきましては１０月２５日の総会において許可相当と

いうことでとおっておるところでございます。よろしくお願いします。 

 

 議  長   何かございますか。 



 

志村委員   もう、農地はないってことですか。 

 

宮咲委員   農地といっても作った形跡がないから完全に荒地かな。幾年も作ってな

い。 

 

議  長   何かございますか。 

 

久嶋委員   道は入っているんですか。 

 

宮咲委員   道は市道からすぐ入れるようになっています。そういうことで、ここを

資材置場にしたいということです。 

 

蔦木委員   先ほど太陽光うんぬんといっていたけど場所は。 

 

宮咲委員   それはですね、今、ここにあります申請地×××番×のすぐ隣になりま

す。まだ許可が下りないということですが、いずれにせよ太陽光発電がこ

こに設置されるというふうなことでございまして、また、そこに違う業者

の太陽光発電がでるということでございます。ほとんどここは埋まってま

いるということでございます。 

 

議  長   他に何かございますか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしの声がありますので質疑を打ち切ります。許可をしてもよろし

いという方は挙手願います。ありがとうございました。全会一致で許可と

致します。 

 

議  長    続きまして、議案第４２号、耕作放棄地に係る農地法第２条第 1 項の

「農地」に該当するか否かの件、事務局より説明願います。 

 

 事 務 局    議案第４２号についてご説明を申し上げます。お手元に大月市農業委

員会会長宛てに大月市長より文書が入っております。ご覧いただきたい

と存じます。これは平成２８年度の農地利用状況調査を踏まえまして、

山梨県から課税台帳地目が原野でありながら、且つ農振農用地外の農地



について非農地通知の対象になるか否かの判断を農業委員会に依頼する

ものでございます。 

         今回、ご審議いただきますのは、別紙様式のリストがございますが、

これが課税台帳、ここには農地基本台帳と記載いしておりますが、課税

台帳、農地基本台帳上、原野になっている地目が４５筆ございます。こ

の４５筆につきまして現在調査した上で農地か非農地かの判断を農業委

員会総会に付議をするということで、まず、農水省で出されております

事務手続きについて、大月市長より農業委員会に依頼があった場合、農

業委員会は農業委員３名以上で現地の状況をパトロールして、その上で

判断し、農業委員会に報告して判断を得るということになっております。

今回、この４５筆のうち３２筆が西地区、笹子、初狩、真木地区に集中

しております。まずお願いしたいのは現地調査をするといことですけど

も、会長、職務代理、その他にこの土地が該当する地域の農業委員さん

にお願いしたいと考えております。これが事務局としての提案でござい

ます。よろしくご審議をお願い致します。 

 

議  長    ただいま説明が終了致しました。この土地につきまして実際現地へ行

って原野かどうか判断をするというようなことですから、結構厳しいと

ころも中に見受けられると思います。平地のところもあれば山の中腹に

あるような所もあるようなきがしますけど、これにつきまして、ただい

ま事務局から話がありましたとおり調査につきましては、３名というこ

とで会長と職務代理、後はここの当該地域の担当する農業委員さん１名

ということで３名、それに事務局の方からも出ていただいて現地調査を

するということでどうでしょうか。 

 

平井委員    誰か代表一人だけなの、会長と代理とあと。 

 

議  長    あと、当該地域の農業委員。 

 

平井委員    ということはトータルにすると５人も６人もなっちゃうてことだよね。 

 

議  長    ３名以上だから。 

 

平井委員    職員を抜かせば笹子、初狩、大月と後、載っているところは賑岡。各

ひとりひとり来るの。 

 



議  長    ということだね。担当地域のもので、そんなふうなことで進めさせて

いただきます。担当委員につきましては、担当地域の農業委員というこ

とで調査員の構成につきましては…。 

 

平井委員    事務局に任せればいい。住所の分からない人もいるので、誰がどこの

担当というのは…。 

 

議  長    担当が決まっているところは見れば分かりますよね。 

 

平井委員    じゃあ、自分で見て、自分の担当が分かっている人だけ自分でいえば。 

 

事 務 局    よろしいでしょうか。一応、私の方でリストアップしてお願いする予

定になっている委員さは、調査は二日に分けて行いたいと思います。一日

目が西地区で今泉委員、小林委員、渡辺委員、それに会長と職務代理。二

日目の東地区ですが花咲、大月二丁目、御太刀二丁目、畑倉、宮谷、鳥沢、

梁川地区になっております。其々平井委員、鈴木委員、米山委員、久嶋委

員、小俣委員、梶原委員、それに会長と職務代理の二名をお願いしたいと

考えております。また、追って通知をさせていただきますのでよろしくお

願い致します。 

 

今泉委員    一日かけて全員で回るわけですか。 

 

事 務 局    全員の必要はないと思います。その辺をうまく分けて、時間を利用し

て。 

 

今泉委員    担当する場所だけ行けば。 

 

       （そう、そうですの声多数あり） 

 

平井委員    会長と代理が行けばいい。 

 

議  長    一応担当の地域ですから、比較的近いところもありますけど山の上は

大変なので、そういうところもかなりあると思われます。初狩に多いのか

な。それでは、ただいま事務局から説明したとおり、２日に分けて、一日

目は笹子、初狩、真木。二日目につきましては大月から以東ということで、

会長、代理は全地区を回ると致しても担当の農業委員がついて回るという



ようなことで対応したいと思います。よろしいですか。では、よろしくお

願いします。 

 

久嶋委員    一日は概ねいつですか。 

 

事 務 局    １月は行事が結構集中しておりまして調整をさせていただきますが、

概ね後半になるかと。 

 

久嶋委員    １月の後半ね。 

 

事 務 局    はい。 

 

議  長    日程につきましては、１月の後半ということで、また連絡をするとい

うことになろうかと思いますけど、よろしくお願いします。 

それでは、次に議案第４３号農用地利用集積化計画案の審議及び農用

地利用配分計画案の意見聴取の件。農林業担当の説明を求めます。 

 

農林業担当   市役所産業観光課農林業担当の知見です。よろしくお願い致します。

農用地利用集積計画の審議及び農用地利用配分計画案の意見聴取という

ことですけども、こちら内容的には農地中間管理機構を通じた貸し借りが

内容になっております。資料としましてカラー刷りの印刷物とホッチキス

留めされた大きい紙が付いたこちらの資料になります。まず、農地中間管

理事業委につきましてですが平成２６年に制度ができまして、山梨県にお

いては山梨県農地中間管理機構を通した農地の貸し借りを行うことにな

っております。 

        農地中間管理機構の貸し借りですが、まず地権者の方が中間管理機構

の方に土地を貸し付けまして、その後中間管理機構が借り受けをする耕作

者の方に貸付けを行う制度となっております。中間管理機構を通じた貸し

借りの内容ですが、こちらの利用権という権利が設定されることになりま

す。こちら普通の農地法の貸し借りとの違いですが、市とか県が仲立ちを

行いますので貸す方と借りる方がお互い直接やり取りはしませんとか書

類の作成も市町村が主に行いますので、手続き的に負担にならないという

ところがあります。また、中間管理機構の貸し借りが終了した場合には契

約は自動的に終了するということになりますので、農地が戻ってこないと

いうところも農地法の貸し借りとは異なった特色となっております。また、

貸主にはある一定以上貸付けした場合には補助制度もあるといったよう



なところが中間管理機構を通じた貸し借りの特色となっております。こち

らのカラー刷りの表にも手続きのやり方が図で書いてありますが、市町村

の方で中間管理機構から業務を委託された農用地利用集積化計画という

計画書を作りまして、白黒の資料の方の正木さんの契約書がついているか

と思いますが、こちらが利用集積化計画というものになります。こちらの

計画について、農業委員会の決定をいただきまして、その後、一枚捲って

いただき●●●●さんという●●●●●●なんですけど、この方と県と契

約したものが農地利用配分計画ということになります。こちらが揃って初

めて貸し借りが成立するというような手続きになっております。 

        農地中間管理事業の現状ですが貸し手が中間管理機構に農地の申し込

みはできるんですが、貸したい人が予め貸し付けは現状できておりません。

現実的には貸し手と借り手の双方の合意があったところで契約が成立す

ることになっております。農業委員会で出しております意向調査にも中間

管理機構に貸し付けの意向があるというような回答欄もあるんですけど

も、それは実施は貸付けはできないんですけど意向はあるというふうに回

答する分には問題ないです。今回の貸付けの内容ですけども２ケ所ありま

して、１ケ所目が猿橋町久保地区になります。地図が付いてないんですけ

ど資料に貸し付けの一覧と図面が付いています。鳥沢の総合体育館に向か

う道のところに鉄道が架かっておりまして、その下の三日月形の農地にな

ります。こちら平成２７年にも、中間管理機構の貸し借りをやっておりま

して、カラーの図が付いているんですけど、２枚目の緑色の部分が昨年度

貸し借りを行ったところになります。１枚目と２枚目の黄色い部分ですね。

こちらが今回貸付けの対象になっております地権者９名、筆が１３筆、総

面積が６９９３㎡、貸付け年数が３年間で、平成２９年１月１日から平成

３１年１２月３１日までとなっております。賃貸料は１㎡、６４円という

ことで１０ａ当たり６，４００円です。ちょっと相場に比べて安いかと思

うんですけど、了承をいただいております。借主の方については、昨年度

と引き続き都留市の佐藤ファームさんで、規模を拡大するということで借

りていただきます。もう１件が宮谷地区になりまして、６枚目の一覧表が

付いているかと思いますが、こちら場所は三協オイルネス工業という会社

の東側に当たるところで、宮谷の集落がありまして、その上に農道宮谷線

というのがありまして、それを挟んで北側の場所になります。地権者は２

１名で筆数にして４２筆で総面積が２５，７１３㎡です。こちらは無償の

契約になりますので、去る１０月３０日に鳥沢のウェルネスパークに於い

て地元説明会を開きまして、内容について了承をいただいております。借

主は●●●●●●●●●●●●●●●●さんになります。こちらは農地を



所有できる農地所有適格法人ではないですけど農地の貸し借りについて

は一般の法人でもできるということになってまして、営農計画は後の方に

資料を付けてあります。一般的な野菜を栽培するほかにハーブですとかウ

コンですとか桃とか計画していまして観光客を呼んで観光農園を行った

りですとか玉葱を石井食品の方に卸したり、そういった事業を拡大する。

こちら、現状写真で分かるかどうかですけども耕作放棄地、ほとんどが荒

地になっているんですけども中間管理機構で県の補助金がありまして、こ

ちらが１０ａで２０万円補助がでるんですけども、そちらの方を利用して

農地の再生を行って、耕作放棄地の解消と地元の活性化ということで計画

しております。以上２点についてご審議をよろしくお願い致します。 

 

議  長    それでは、ただいま農林業担当の知見さんから説明がございました。

１件目が猿橋の久保地区の農地中間管理機構を通した●●●●●●●へ

の貸付けと、もう一つは○○地区の●●●●への貸付けるということで無

償というふうなことでございますけれども、ここは造成といいますかコバ

を作らなければならないということだそうですけれども、説明のとおり進

められております。このまま承認してもよろしゅうございますか。何かご

ざいますか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしの声がありますので質疑を打ち切り、本案に賛成の方は挙手願

いたいと思います。はい。ありがとうございます。それでは、本案は承認

と決定致します。 

続きまして、議案第４４号農業振興地域整備計画の変更計画案に対し異

見を求める件。農林業担当の小俣さんより説明をお願い致します。 

 

 農林業担当  産業観光課農林業担当の小俣と申します。よろしくお願い致します。資

料を 2 部お配りしてあると思うんですけど、大月市の全地図が載っている

こちらの資料ともう 1 枚は真ん中の上の方にＮＯ１と１と書いてある個別

案件の地図だけが綴じてある資料があると思います。こちらの２除外種類

の資料を使って説明させていただきます。 

        まず農業振興地域について簡単に説明をさせていただきます。農業振興

地域とは市町村の計画により農業をする地域であり、大月市は土地開発区

域や山林以外の地区に農業振興地域を設定しております。農業振興地域と

は大月市の全体地図でいうと青い線で囲まれている部分になります。この



うち農用地区域は農地の集団性や基盤整備事業を行った土地などに特に進

行を図る地域であり、転用の際は除外が必要になる区域になります。全地

図でいいますとい黄色く塗られた部分が農用地に該当する場所であります。 

        農振の見直しは総合見直しと随時見直しがあり、今回は個別の申し出に

ついて除外を行う随時見直しであり、周囲の農地への影響がないことや必

要性や緊急性、他の土地への代替性がないことなどの要件を満たしている

かどうかを判断して変更を行うことになります。今回、個別見直しについ

ての内容ですが農振法に基づいて農業委員会からの意見を求める内容とな

っています。 

それでは、大月市の全地図が載っている資料を一枚捲っていただきます

と農地利用計画変更概要書というものがあります。こちらについて説明を

していきます。左側の方に１番で土地利用計画の総括表というものがあり

ます。こちらを見ていただきたいと思うんですけど、この中で今回変更の

欄というものがあると思うんですけど、そちらについて説明します。農業

振興地域の大月市の全体が２１，４３８ｈａあります。このうち農地の面

積がこの下に書いてありますが１，４８８．８ｈａあります。ひとつとん

でいただいて除外が必要な農振農用地の面積が４６０．８ｈａです。その

下の部分が農地の内訳になっておりまして表の下から 2 番目、農用地区域

外農地③番と書かれているところですね、農用地区域外の農地が１，０２

８ｈａであります。農用地区域設定率は３１．０％となっています。次に

今回変更の内容になります。先ほどの 1 番の表のすぐ右側に書いてありま

す今回編入の案件は０件になります。 

除外案件になりますが、こちらは５件ありまして２，２４１㎡となって

おります。その下の３番ですね、除外の用途になりますがこちらは資材置

場の案件が２件で１，６７１㎡です。その他が３件ありまして、内容と致

しましては駐車場用地や進入路等となっております。こちら３件で５７０

㎡となっており、合計５件で２，５４１㎡となっております。見ていただ

いている資料を一枚捲っていただきますと農地利用計画変更個別一覧表と

いうものがありますので、こちらともう一枚の資料、土地だけのものです

ね、こちらを使って説明させていただきたいと思います。 

それでは、個別案件の説明を致します。番号１の１、申出地所在、大月

市○○町字○○、地番××××の×、地目畑、面積９３㎡、所有者、●●

●●、転用事業者、●●●●、変更理由につきましては甥の住宅を建築す

る予定ですが、住宅への進入路がないため、その進入路を造成するため除

外をしたいということになっております。場所は○○の○○地区の●●●

●●●●●●のある所の県道○○○○○原線のすぐ左側の黒く塗られてい



る部分になっております。 

次に移ります。番号１の２、こちらも同じく大月市○○町○○字○○、

２筆ありまして地番、××××、地目畑、面積２１８㎡。もう１筆は地番

××××の×、地目畑、面積５２㎡、所有者は先ほど同様、●●●●さん

です。転用事業者も●●●●さんです。場所についてですが先ほどの進入

路の場所のすぐ上です。 

理由と致しましては●●●●さんの自家用駐車場のスペースが手狭にな

ってきておりまして、現在は家の庭に駐車しているんですけどもお客さん

の駐車場、また、日用品の倉庫などのスペースを新たに整備をしたいため、

除外をして駐車スペースと倉庫を整備したいということです。 

次に移ります。資料を一枚捲っていただきたいと思います。番号２、大

月市○○町字○○、地番×××番×、地目畑、面積５２㎡、所有者、●●

●●、転用事業者、●●●●●●●●●●●●、変更理由と致しまして、

こちらの地図になっておりまして、こちらのすぐ下に東京電力で発電所の

水量を調整する設備を整備したいんだけども法面から落石などがあって設

備が壊れてしまうため、そこにモルタルを吹き付け整備をしたいというこ

とです。 

次に移りたいと思います。地図を一枚捲ってください。番号３、大月市

○○町○○字○○○○○、地番××××、地目田、面積２５５㎡、所有者、

●●●●、転用事業者、●●●●●●●●、変更理由につきましては●●

●●さんの方で事業の拡大があり、早急に資材置場、工事用車両置場の用

地を新たに確保したいため、こちらの場所を農振を除外し、整備したいと

いうことになります。 

地図を一枚捲っていただいて、番号４になります。大月市○○町○○字

○○地番××××の×、地目畑、面積１５５㎡、所有者●●●●、転用事

業者、●●●●。除外の理由につきましては黒い印の付いている場所のす

ぐ上に住宅を建設したいんですけど敷地いっぱいに住宅が建っているため、

庭、駐車場がなく新たに整備をしたいということで除外の申請がありまし

た。 

一枚捲っていただいて、最後の案件になります。番号５、大月市○○町

○○○字○○○、地番××、地目畑、面積１，４１６㎡、所有者、●●●

●、転用事業者、●●●●●●●●●。除外の理由と致しまして、こちら

は昨年も出た場所の隣なんですけど、また今回も●●●●●●●●●の事

業拡大をしていまして、資材置き場などの用地が必要となってきたため、

該当の場所に新たに資材置場を整備したいということになります。 

今回の除外の案件につきましては、これらの公告、縦覧等を行い、山梨



県と協議が終了後、決定となりますが、その後、これらの案件につきまし

ては、農業委員会に転用申請をしていただくことになっておりますので、

よろしくお願い致します。説明は以上で終わります。ありがとうございま

した。 

 

議  長    ただいま農林業担当の小俣さんの方から農振の適用除外申請の随時見

直しの申請について説明がございました。この件についきまして何か質疑

ございますか。 

 

小宮委員    １件教えてください。１の１のところなんですが、進入路がないとい

うことで、これは道にして使っているんだが、登記がしてないんですか。 

 

農林業担当   はい。 

 

小宮委員    分かりました。 

 

議  長    他に何かございますか。 

 

       （異議なしの声） 

 

         異議なしの声がありますので、本案について賛成の方は挙手をお願い

致します。どうもありがとうございました。全会一致で承認と決定致し

ます。 

 

９ 閉 会 

議  長    それでは本日の全日程が終了致しました。職務代理より閉会宣告をお願

いします。 

 

職務代理    それでは、この後忘年会も予定されています。これで平成２８年度第１

２回大月市農業委員会委員総会を閉会とします。どうもご苦労様でござ

いました。 

１０ 閉会時刻          同  日   午後 １５時 ３０分 

１１ 解散時刻          同  日   午後 １７時 １０分 


